
回答

1）研修の申込みについて

①

今年度の研修参加は、各施設1名までの先着順となってますが、申込の段階で、1
名のみの申込となるのでしょうか。

施設ごとに申込者の推薦順位を入力し、複数名の申込は可能です。ただし、
申込者が定員を超える場合は、推薦順位に従い、1施設1名までの先着順とさ
せていただきます。

②

研修申し込みは施設単位とお話しがありましたが、1人の時はどうなりますか。 施設から1人しか申し込まない場合でも、施設代表アカウントでお申し込みく
ださい。個人アカウント(個人)では、申し込みができません。

③

研修の申し込みはいつからですか。 ホームページ・マナブルに既に掲載しておりますが、応募期間は、「10月2日
9:00～10月20日17：00まで」です。

④

12/1～のオンデマンド研修の申し込み期間を教えてください。 オンデマンドのみの申込はありません。オンデマンドと集合研修がセットとな
ります。第1回・2回とも、応募期間は、「10月2日9:00～10月20日17：00
まで」です。

⑤
研修要項はいつからホームページにのりますか。 9/6　ホームページに掲載しております。

⑥

現在勤務をしている医療機関(診療所)が施設として看護協会に在籍していない
場合は申込みは不可でしょうか。

会員施設でなくても申込は可能です。ただし、申込をするためには、施設代表
者となる方がマナブルの「施設代表アカウント」を作成し、その方の推薦を受
けて申し込んでいただく必要があります。

⑦
申込みはどのように行えば良いのですか。 マナブルから、「施設代表アカウント」を使用して、お申込みください。

⑧

災害支援ナースが所属する病院と北海道との協定の締結をして、はじめて活動
参加できるということになるかと思いますが、病院として協定をどうするかの検
討がされていない中で、現段階で参加を希望しているスタッフが研修を受講する
ことは可能なのでしょうか。

研修受講に、所属施設の協定締結は条件としておりませんので、施設代表者
が推薦される方は研修受講が可能です。

⑨

施設単位での申し込み方法が不明です。施設代表者が院長の場合はどうしたら
良いでしょうか。

施設代表者となる方に「施設代表アカウント」を作成してもらい、お申込みく
ださい。

⑩
研修受付方法や案内、時期を知りたいです。 当会ホームページ及びマナブルの開催要領をご参照ください。

⑪

今の職場を退職予定で、今回の集合研修の期間に他の病院や施設に在籍予定が
ありません。施設ごとの申し込みということなので参加できないと思うのです
が、災害支援ナースの資格はなくなり、資格習得は今後できないということで
しょうか。

⑫

現在無職です。研修申込みは個人単位不可とのことですが、潜在看護師の場合
は個人で申込可となるのでしょうか 。

⑬
個人では申し込めないという事は、潜在看護師などは災害支援ナースにならな
いという事だと捉えていいのですか。

①

以前登録していて期間満了してしまったスタッフがおります。研修は全て受講が
必要でしょう。

②
すでに災害支援ナースとして登録済の者も受講し直すという事ですか。

③

現在は特別養護老人ホームで勤務しています。看護職の常駐が義務付けられて
いる施設ですが、私は対象者から外れてしまうのでしょうか。

「勤務している医療機関等において、災害及び新興感染症の発生時に他の医
療機関等に応援派遣されることを予定されている者(現行の災害支援ナース
登録者含む)で施設の推薦がある者」を受講対象としております。施設代表者
とご相談のうえ、お申し込み下さい。

④
対象の年齢制限はありますか。 年齢制限はありません。

⑤

新たな体制について3年間の移行期間があるとのことですが、2022年に登録し
た場合来年度に受講しても良いという理解でいいでしょうか。

旧災害支援ナースと新たな災害支援ナースの登録は、全く別なものとなりま
す。施設代表者からの推薦があれば、受講可能です。

⑥

今後も会場研修は50名ずつですか。受けられないまま退職になり施設長の推薦
を受けられない場合はどうなりますか。

本会の受講対象は、施設に所属し、施設代表者の推薦のある者とし、個人の
申込は受け付けておりません。今後施設に勤務されるなどし、施設代表者の
推薦がある場合は、受講可能となります。

⑦

派遣として医療機関に在籍はしている場合、施設推薦の承諾を得られた時は受
講対象となり得るのでしょうか。

医療機関に在籍し、施設代表者の推薦があれば受講できます。

⑧

研修プログラムに集中治療室内での管理があるが、それに相応するスキルのあ
る看護師が受講対象となるのか。

新たな災害支援ナースに必要なプログラムになっておりますが、受講対象要
件としておりません。

⑨
対象職種は看護師に限られますか。 対象は看護職員(保健師・助産師・看護師・准看護師)としています。

Q&A（9月25日(月)～9月29日(金)受付分）

質問内容

本会の受講対象は、施設に所属し施設代表者の推薦のある者としておりま
す。新たな災害支援ナースとして活動するためには、本研修を受講する必要
があります。今後施設に勤務されるなどし、施設代表者の推薦がある場合
は、受講可能となります。

新たな災害支援ナースとして活動する場合は、旧災害支援ナースとして登録
していても、本研修会を受講し、新たな災害支援ナースとして登録する必要
があります。

2）受講対象者（要件）について

1．研修会について



回答

①

専門看護師、認定看護師、特定看護師も受講免除はなしということでしょうか。 受講免除の対象とはなりません。

②

昨年災害看護Ⅰを受講している場合、研修免除になりますか。 旧災害支援ナースとして登録されていない方については、受講免除の対象と
はなりません。

③

2022年度に災害看護の研修を受け2023年度（今年）に災害支援ナースに登
録しました。この場合はオンデマンド研修の災害各論は免除になりますか。

旧災害支援ナースとして5年以内に登録されている方では対象となりますの
で、免除の対象となります。

④
登録日が平成22年3月、災害各論は免除で良いでしょうか。 受講免除の対象とはなりません。

⑤

オンデマンド研修の受講決定は何をもって決まりますか。 オンデマンド研修のみの受講決定はありません。オンデマンドと集合研修を
合わせて受講決定します。

⑥
研修は何時から何時までですか。 当会ホームページ及びマナブルの開催要領をご参照ください。

⑦

移行期間をすぎた場合、研修の一部免除はなく、最初から研修を受講するという
考え方でよろしいでしょうか

オンデマンドの一部免除は今年度のみとなります。来年度以降については、
日本看護協会の研修企画内容によります。

⑧

登録して5年以内なので、オンデマンドWebセミナーは「AとBの受講」というこ
とで合っていますか。

希望者が一部免除できるのは、B:災害各論のみとなります。
基本的に全てのオンデマンド講義の受講を推奨していますが、旧災害支援
ナースとして登録し5年以内の方の場合は、A：総論とC：感染症各論は必ず
受講する必要があります。

⑨

一部免除者は、登録して5年以内の者なのか、それ以外の者なのかが、よくわか
らない。どちらが免除対象。

旧災害支援ナースとして登録し5年以内の方が、「B:災害各論」の一部免除者
となります。

⑩
オンデマンドのC感染症各論は当協会では実施してないとありますが、オンデマ
ンドで研修でよいのですか。

一部免除がないということです。オンデマンドはA～C受講する必要がありま
す。

⑪

Cの感染症各論は、協会でやっていないのなら、どこの研修で受けられますか。
受講必須になるのですよね。受けないのに、登録できるのですか。

オンデマンドは全て視聴します。C：感染症各論は、一部免除がないというこ
とです。

①

北海道の2月は、雪害などで会場に向かえないことが容易に想像できます。なぜ
2月なのでしょうか。

今年度急遽決定した研修会であること、オンデマンド視聴期間が必要である
ことから、集合研修は2月となりました。来年度以降は、集合研修開催時期を
検討いたします。

②
道東や道北など、札幌以外での実施の可能性はいかがでしょうか。 集合研修につきましては、札幌以外での開催を予定しておりません。

③

2月は雪でダイヤが乱れるので大雪の際など集合研修の振り替えはないのでしょ
うか。

今のところ振替する予定はありませんが、災害等特殊な事情がある場合は検
討いたします。

④

オンデマンドで受講し集合研修の人数制限により、受講できない場合はあります
か。

集合研修が可能な人数として、各回定員を50名としています。オンデマンド
のみの受講はできません。

⑤
会場研修は先着順ですか。地域別に選ばれるのですか。 オンデマンドと集合研修を合わせて受講決定します。定員を超える場合は、1

施設1名の先着順となります。

⑥
会場研修は看護協会で行う予定ですか。 北海道看護協会で実施します。

⑦

オンデマンド研修が終わっても会場研修が受けられない場合はどうなりますか。
次年度に持ち越しですか。再度オンデマンド研修が必要ですか。

オンデマンドと集合研修は、同一年度内に受講することになっています。今年
度と来年度で別々に受講することはできません。

①
集合研修は、来年度いつ開催予定となっているでしょうか。 来年度の開催時期については、現在検討中です。

②

第１回と第２回の日程は希望可能なのか 申込はそれぞれの回ごとになっていますので、希望の回にお申し込みくださ
い。

③

旧災害支援ナースが、新たな災害支援ナースに移行するためには、どういった手
続きや研修を受講が必要なのか。

新たな災害支援ナース養成研修会を受講することが必要です。その後、北海
道に修了者リストを提出し登録となります。

3）オンデマンド視聴（一部免除）について

4）会場研修について

5）その他

質問内容



回答

①

旧災害支援ナ－スは、申請しなければ、自動的に登録から除外されるという認識
で良かったでしょうか。

旧災害支援ナースの登録の継続、災害時の応援派遣は、今年度も含めて3年
間の経過措置期間終了（2026年3月31日）後は解消となります。2023年
度より開始される災害支援ナース養成研修を受講し、研修修了者として都道
府県に届出、登録されなければなりません。（つまり、解消（除外）となりま
す。）

②

「移行期間3年、その後は発展的に解消」とありますが、年100人枠の研修で現在
600名を超える登録者が、3年では全員受講出来ないのでは？

災害時の医療に加え、感染症の発生・まん延時の医療を確保するために、災
害支援ナース（災害・新興感染症対応）は、国が養成・登録をし、都道府県知事
は、医療機関との間で事前に医療チームへの派遣協定を締結しておくことと
されています。
研修の対象者は、「勤務している医療機関等において､災害及び新興感染症
の発生時に他の医療機関などに応援派遣されることを予定されている者（旧
災害支援ナース登録者を含む）で、施設の推薦がある者としています。施設代
表者とご相談いただき､お申し込みください。

③

移行期間に以前提出した(旧災害支援ナースの）登録の用紙の期限が切れる場合
は何か対応が必要か。

旧災害支援ナースの活動要領では、登録継続の意思確認は3年毎に行う、と
なっており、2023年度は対象の方に対応いただいているところです。
2024年度以降は、対応は必要ありません。

④

会場研修が受けられない場合は、旧災害支援ナースとして活動することは出来る
のですか？この場合は自費で活動となりますか？

研修は､オンデマンド研修と集合研修がセットです。新たな災害支援ナース
（感染症・新興感染症対応）の研修を受講し､登録された方のみが活動するこ
とになります。

⑤

旧災害支援ナースは、災害ナースではなくなりますか？
現在、災害支援ナースとして登録しているものはどのような扱いになりますか？

⑥
旧災害支援ナースは移行期間内に研修を受講できない場合、認定、登録は取り
消しになりますか

⑦

3年間の移行期間中に災害支援ナースの研修を受けることが出来なければ、災
害支援ナースの資格を失効することになるのでしょうか？勤務先病院に数名の
支援ナースがいますが、1名しか研修に出せないと言われています。自分が次い
つ研修に出させてもらえるのかもわかりません。

①

支援後の補償はあるのか？ 新たな災害支援ナース活動要領によると、都道府県は、看護支援活動中（出
発地と被災地などの移動を含む）の事故などに対応するための傷害保険に加
入する、また、災害支援ナースは､第三者に損害を与えた場合に備えて､災害
等発生時の看護支援活動も補償の対象に含まれる賠償責任保険制度に加入
することが望ましい、となっています。

②

道と協定を結んだあと要請は道から来るのですか？全国、道内など選択は出来
るのですか？

要請と派遣については、北海道からの連絡となります。

③

協定の方法については、案内がくるのか 北海道は、8月に「感炎症にかかる医療を提供する体制の確保に向けた基本
的な考え方～感染症予防計画や医療機関等との医療措置協定などについて
～」という説明文書を各医療機関に送付しています。

④
登録後も今まで同様に、看護協会の研修や交流会の開催はありますか？ 新たな災害支援ナースの研修は、今年度も含めて3年間実施することが決

まっています。交流会の開催は､現時点では予定していません。

①
従来通りに登録者の所属する施設管理者に連絡が入るということで良かったで
しょうか。

②
派遣に関して、派遣要請が来たら強制で派遣になるのか、任意なのか教えていた
だきたいです。

③
派遣はどこからどのようにくるのか？　個人宛か、施設宛か。

④
どのように派遣調整が行われるかはまだ、不明かと思いますが、ある程度派遣は
北海道からの命令として動くことになるのでしょうか

⑤ 新災害支援ナースになれない場合の派遣調整はあるのでしょうか？ 派遣調整はありません。

⑥

派遣要請があった際に、必ず参加できる人を登録する必要があると思います。家
族の事情（子供が小さい）等で応援派遣できない可能性がある方は登録しない方
がよいのでしょうか。

都道府県と医療機関（等）が協定を締結しますので、自施設の派遣要請時、ど
のような方を派遣できるのか、施設代表者等とご検討をいただくことが必要
となります。

⑦ 勤務上派遣出来ない事がありますがお断りできるのですか？

⑧
今までは応援要請が来ても行けない時は行かないということができていたと思
うのですが、それは新しい制度になっても同様でしょうか？

⑨
今までは応援要請が来ても行けない時は行かないということができてたと思う
のですが、それは新しい制度になっても同様でしょうか？

⑩
新しい制度になっても、看護協会が調整で動いていくのですか？ 現段階では、具体的な依頼は北海道より受けていません。

⑪

また、災害支援ナース出動時、今までは施設長から話を受けて本人の意志と勤務
先の許可がなければ活動に参加できませんでしたが、国が指揮をとるということ
は声がかかれば絶対参加ということになるのでしょうか？声がかかっても拒否
することは可能なんでしょうか？

都道府県と医療機関（等）が協定を締結していますので、派遣要請があった場
合、要請内容に沿って、誰を何日派遣するかは、施設代表者の考えや判断に
よります。

旧災害支援ナースの登録を継続されていても、新たな研修を受講しない限
り、2026年3月31日以降は、解消となります。

質問内容

新たな災害支援ナース活動要領（案）によると、災害支援ナースの派遣手順の
原則として、①都道府県内の派遣の場合：被災都道府県は、速やかに協定締
結施設に派遣を要請し､派遣調整を行う。②都道府県外派遣の場合：災害支
援ナースを派遣する都道府県は､被災都道府県への派遣を受諾し､速やかに
協定締結施設に派遣を要請する。となっています。

医療機関等との協定締結ですので、個人への派遣依頼はありません。全て在
籍出向となります。所属医療機関での判断と人選になります。

1．災害支援ナースの新たな体制構築について

1）旧 災害支援ナースの身分について

2）北海道との協定について

3）応援派遣調整について



回答

①

旧災害支援ナースの登録削除の手続きについて教えていただきたいです。 旧災害支援ナースの登録変更・中止については、「災害支援ナース登録（＊変
更・中止）申請書」（様式3）（＊HPよりダウンロード可）に必要な事項を記入
し､本会に提出ください。

②
旧災害支援ナースの登録番号はどうなりますか？

③
移行期間の3年間のうちに研修を受けられなかった場合はどうなるのですか？

④

講習会は順次行っていきますか？ 災害支援ナース活動要領（案）によると、厚生労働省医政局が、あらたな災害
支援ナース及びその所属施設との災害支援ナース派遣調整訓練を年1回以上
実施し、災害支援ナース派遣調整の評価及び見直しを行うこととなっていま
す。

⑤
新たな災害支援ナースに登録した場合、有効期限はありますか。 新たな災害支援ナースの登録更新は5年ごとに行います。

⑥
新たな災害支援ナースの登録後退職した場合は継続して活動は可能ですか？

⑦
現在、病院勤務です。もし退職した場合は新たな災害支援ナース登録は、できな
いのでしょうか

⑧
登録や手続きの方法は、案内があるのか。またあるとすれば、施設宛てにくるの
か

国または都道府県からの連絡となります。

⑨

看護学校の代表者は学校長で医師となり、マナブル登録ができません。副学校長
は看護師であり、副学校長の推薦で良いか？

施設代表者の承諾となります。

①

DMAT隊員登録しているのですが災害支援ナースは厚労省管轄に移行するので
あれば重複しない方が良いでしょうか？

重複も可能ですので､施設代表者とご相談ください。

②

更新には研修受講が必要との事ですが、DMATは登録有効期間中に２回の技能
維持研修を受けていますが、その他に支援ナースの研修も受けなくてはならない
という事ですか？

DMATの技能維持研修と新たな災害支援ナースの養成研修は別のものです
ので、研修受講は必要です。

③

厚生労働省医政局が実施する研修に1回以上参加するとのことですが、この研修
については案内が来るのでしょうか?

都道府県を通じて連絡があります。

④

自衛隊の即応要員の様に、途切れることのない様、研修を設けることは出来ませ
んか？この3年間の様に、何かあった時に活動自粛するナースではなく、むしろ
被災地を助けるナースだっはずでは？

法改正により、国が決定した新たな仕組みへの変更となります。

⑤

旧災害支援ナースとして登録している看護師には文書等で、個別に説明はある
のでしょうか。この説明会に参加しない限り情報は得られないのでしょうか。

この度の説明会は、現在ご登録いただいている旧災害支援ナース全員と各施
設にご案内しています。説明会の資料や、説明会後にいただいた質問は、本
会ホームページに掲載予定です。情報はこの他に、厚生労働省医政局の通知
文、日看協ホームページ等にもありますのでご確認ください。

⑥

新たな災害支援ナース活動要領は北海道看護協会のホームページにありますか？ま
た、手に入れたい場合の方法

厚生労働省医政局地域医療計画課・厚生労働省省医政局看護課が令和5年8
月31日付けの事務連絡で「災害支援ナース活動要領（案）」を発出しています
ので、ホームページ等でご確認ください。

5）その他

質問内容

3年間の経過措置期間終了（2026年3月31日）後は、解消となります。

医療機関等との協定締結ですので、個人への派遣依頼はありません。全て在
籍出向となります。

4）（新）災害支援ナースの登録・手続きについて


